
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 27 府 省 庁 名   国土交通省      

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税 その他（都市計画税） 

要望 

項目名 

「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う税制上の

所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」（平成２７年法律第３６

号）（以下「改正法」という）附則第２条に規定する新会社が、以下の税制特例措置において、改正法による

改正前の「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第１条」に規定する九州旅客鉄道株式

会社と同様に取り扱われるよう、所要の措置を講ずる。 

 ① ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州並びにＪＲ貨物が旧国鉄から承継した固定資産 

 ② ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州が所有し、又は借り受け、若しくは利用する事業用固定資産 

 ③ ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州が平成16年度から平成30年度までの間に開始する各事業年度分

の資本割の課税対象である資本金等から、国鉄長期債務見合いの資本準備金を控除する措置 

 ④ ＪＲ会社が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から借り受ける固定資産のうち、都市計画

法により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地区域内の鉄道事業に用いるトンネルに

対する固定資産税の非課税措置 

 ⑤ ＪＲ会社から特定地方交通線（第三セクターへの経営譲渡等を行う路線）に係る鉄道施設の無償譲渡

を受けたものが、この譲渡により取得した固定資産を鉄道事業の用に供する場合の固定資産税の課税標

準の特例措置 

 ⑥ ＪＲ６社が所有する皇室用車両に対する固定資産税の非課税措置 

 ⑦ 低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る課税標準の特例措置 

   

・特例措置の内容 

 ① 固定資産税・都市計画税 課税標準 ３／５  

 ② 固定資産税・都市計画税 課税標準 １／２  

 ③ 資本準備金に係る商法の特例を適用した金額（国鉄長期債務を承継させなかったことにより、形式的

に計上した資本準備金）を資本割の課税標準から控除 

 ④ 非課税 

 ⑤ 課税標準 １／４  

 ⑥ 非課税 

 ⑦ 課税標準 ２／３ （小規模な鉄道事業者については３／５） 

 

 

 

 

関係条文 

固定資産税・都市計画税 ① 地方税法附則第１５条の３ 

② 地方税法附則第１５条の２第２項地方税法施行令附則第１１条の２第３項 

⑤ 地方税法第３４９条の３第２０項 

固定資産税       ④ 地方税法第３４８条第５項 地方税法施行令第５１条の１６ 

⑥ 地方税法第３４８条第２項第３５号 

             ⑦ 地方税法施行規則附則第６条第３６号第２号 

 事業税         ③ 地方税法附則第９条 

減収 

見込額 

［初年度］   － （ ▲7,099 ）  ［平年度］    － （ ▲7,099 ） 

［改正増減収額］  －                            （単位：百万円） 
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要望理由 

（１）政策目的 

 ＪＲ九州の鉄道ネットワークの維持 

 

（２）施策の必要性 

国鉄改革時に、ＪＲ九州は赤字が見込まれたことから、不採算路線も含めて事業全体で採算を確保するた

め、経営安定基金を設置している。 

また、ＪＲ九州に対し、鉄道路線ネットワークの維持等を通じて地域住民への鉄道サービスの確保を図る

ため、三島特例が措置されている。 

さらに、国鉄分割民営化当初から厳しい経営状況下に置かれることが見込まれていたＪＲ九州に対して固

定資産税等負担について激変緩和措置を引き続き講じることにより、地域住民への鉄道サービス及び全国的

物流ネットワークの確保を図るため、承継特例が措置されている。 

その他、三島資本割特例、ＪＲ会社が鉄道・運輸機構から借り受ける市街地区域内のトンネルに係る非課

税措置、ＪＲ会社から譲渡された特定地方交通線の固定資産税に係る特例措置、ＪＲ会社が所有する皇室用

車両に係る非課税措置の税制特例が措置されている。 

ＪＲ九州の完全民営化後も、基幹的な輸送機関として鉄道ネットワークを維持する必要があるため、経営

安定基金は国に返納せず、鉄道ネットワークの維持向上に資する鉄道資産等に振り替えることにより、その

機能を実質的に確保することとされている。さらに、路線の適切な維持について指針を策定し、指導・助言、

勧告・命令により確保を図ることとしている。 

今後も、九州の基幹的輸送機関として必要な鉄道路線を維持していくため、改正法に基づく三島特例、承

継特例をはじめとする現行法で定める税制特例の所要の措置を講じる必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 国鉄改革は、日本国有鉄道改革法等に基づき行われた政府全体及び国土交通省の政策体系の

中で重要度の高い政策である。 

 

政策目標８ 都市・地域交通等の快適性・利便性の向上 

 施策目標26 鉄道網を充実・活性化させる 

 施策目標27 地域公共交通の維持・活性化を図る 

政策の 

達成目標 

 ＪＲ九州の鉄道路線ネットワークを維持する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

①②⑦   平成２９年３月３１日まで 

③     平成３１年３月３１日まで 

④⑤⑥   恒久的措置 

同上の期間中

の達成目標 

ＪＲ九州の鉄道路線ネットワークを維持する。 

政策目標の 

達成状況 

ＪＲ九州の鉄道事業は赤字状況にあるものの、九州の基幹的輸送機関として、必要な鉄道路

線ネットワークを維持している。 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 ①②③⑦   １鉄道事業者 

 ④⑤⑥    ０鉄道事業者 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

ＪＲ九州は、完全民営化後においても、九州の基幹的輸送機関として、必要な鉄道路線ネッ

トワークを維持していく必要がある。 

今般、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」が平

成２７年６月に成立したところであるが、ＪＲ九州が引き続き、必要な鉄道路線ネットワーク

をしっかり維持しながら、鉄道サービスの向上、観光振興への取り組みや関連事業を通じたま

ちづくりを機動的に展開し、九州の活性化や地方創生にさらに貢献していくために大変有効で

ある。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 ― 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

  ＪＲ会社法の改正に基づき、経営安定基金を毎年度の新幹線貸付料の負担や鉄道・運輸機

構からの無利子貸付金の返済に係る負担の軽減、鉄道ネットワークの維持・向上に資する鉄道

資産へ振り替える。（3,877億円） 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

― 

要望の措置の 

妥当性 

ＪＲ九州に対する固定資産税と事業税の税制特例は、事業運営のランニングコスト軽減に資

する、唯一の有効な手段であり、政策目標の達成手段として、妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

①： 平成２３年度実績   ６４９ 百万円 

平成２４年度実績   ６１９ 百万円 

平成２５年度実績   ５８６ 百万円 

平成２６年度実績   ５７４ 百万円 

平成２７年度見込   ５６２ 百万円 

②： 平成２３年度実績 ３，８４０ 百万円 

平成２４年度実績 ４，８０１ 百万円 

平成２５年度実績 ４，６２８ 百万円 

平成２６年度実績 ４，５４０ 百万円 

平成２７年度見込 ５，５７３ 百万円 

③： 平成２３年度実績   ２２３ 百万円 

平成２４年度実績   ２２３ 百万円 

平成２５年度実績   ２２３ 百万円 

平成２６年度実績   ２２３ 百万円 

平成２７年度見込   ３３５ 百万円 

④～⑥： － 

⑦： 平成２３年度実績    １３ 百万円 

平成２４年度実績     ５ 百万円 

平成２５年度実績    ２０ 百万円 

平成２６年度実績    ２２ 百万円 

平成２７年度見込    １５ 百万円  

※ ＪＲ九州1社についての実績 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

①  平成２３年度 課税標準（固定資産の価格） １４８，７４６，５６６千円 

平成２４年度 課税標準（固定資産の価格） １４２，３２８，４５８千円  

平成２５年度 課税標準（固定資産の価格） １４０，７３５，６４５千円 

②  平成２３年度 課税標準（固定資産の価格） ４４４，４７５，０８７千円 

 平成２４年度 課税標準（固定資産の価格） ５１５，８１０，０３１千円 

 平成２５年度 課税標準（固定資産の価格） ５１０，９１４，５５６千円 

③  平成２３年度 課税標準（資本金等の額）  ３５１，２００，１００千円  

平成２４年度 課税標準（資本金等の額）  ３５１，２００，１００千円 

平成２５年度 課税標準（資本金等の額）  ３５１，２００，１００千円 

④  平成２３年度 ― 

 平成２４年度 ― 

 平成２５年度 ― 

⑤  平成２３年度 課税標準（固定資産の価額） １１９，３４４，２６１千円 

 平成２４年度 課税標準（固定資産の価額） １１２，５４９，０７１千円 

 平成２５年度 課税標準（固定資産の価額） １１１，１５９，１７２千円 

⑥  平成２３年度 ― 

 平成２４年度 ― 

 平成２５年度 ― 

⑦  平成２３年度 課税標準（固定資産の価額） ２０８，４２８，５１３千円 

 平成２４年度 課税標準（固定資産の価額） １８１，５９４，９５８千円 

 平成２５年度 課税標準（固定資産の価額） １４９，７２０，６０５千円 

※ 各特例措置の対象となる全事業者についての実績 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

ＪＲ九州の鉄道路線ネットワークを維持する。 
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前回要望時の 

達成目標 

ＪＲ北海道等の鉄道路線ネットワークを維持しつつ、ＪＲ北海道等の早期完全民営化に向けた

経営基盤の確立を図る。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

ＪＲ九州は、これまで九州における基幹的輸送機関として、必要な鉄道ネットワークの維持・

向上を図りながら、様々な関連事業を通じて地域に根ざした企業として発展してきた。今般、

ＪＲ九州は平成２８年度を目途とする株式上場を目指し所要の法改正を行ったが、現時点にお

いて完全民営化の目標は達成されていない。また、引き続き、法律に基づき鉄道ネットワーク

の維持向上に係る指針を定めることとしている。 

これまでの要望経緯 

①  

昭和６１年度税制改正要望提出（創設） 

平成 ９年度税制改正要望提出（対象をＪＲ北海道等及びＪＲ貨物に限定し、対象資産を一

部見直し） 

平成１４年度税制改正要望提出（特例率を１／２から３／５に縮減し、延長） 

平成１９年度税制改正要望提出（延長） 

平成２４年度税制改正要望提出（延長） 

②  

昭和６１年度税制改正要望提出（創設） 

平成 ７年度税制改正要望提出（対象に貸し付けを行う法人を追加） 

平成 ９年度税制改正要望提出（延長） 

平成１０年度税制改正要望提出（貸付法人の貸し付ける資産に車両を追加） 

平成１４年度税制改正要望提出（延長、貸付法人に交通エコロジー・モビリティ財団を追加） 

平成１５年度税制改正要望提出（対象に鉄道・運輸機構から借り受ける新幹線鉄道を追加、

新幹線特例と連乗） 

平成１９年度税制改正要望提出（延長） 

平成２４年度税制改正要望提出（延長、借り受ける固定資産の対象に「変電所」を追加） 

③  

平成１６年度税制改正要望提出（創設） 

平成２１年度税制改正要望提出（延長） 

平成２６年度税制改正要望提出（延長） 

④  

 平成 元年度 創設 

⑤  

 昭和５５年度 創設 

 平成 ４年度 拡充（課税標準１／４に拡充） 

⑥  

 昭和６１年度 創設 

⑦   

 昭和３９年度 創設 

平成１７年度税制改正     （整理合理化）本則から附則へ 

平成１９年度税制改正要望提出（延長） 

平成２１年度税制改正要望提出（延長）    適用要件の見直し 

平成２３年度税制改正要望提出（延長・縮減）適用要件及び特例率の見直し 

平成２５年度税制改正要望提出（延長・縮減）適用要件の見直し 

平成２７年度税制改正要望提出（延長・縮減）適用要件の見直し 
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